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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線インターフェースを切断する方法において、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
ることと、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定することと、
　前記動作パラメータと、前記第２の無線インターフェースのアイドル状態に少なくとも
部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェースを切断することとを含む方法。
【請求項２】
　前記第１の無線インターフェースは音声トラフィックをサポートし、前記第２の無線イ
ンターフェースはデータトラフィックをサポートする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の無線インターフェースは１ｘインターフェースであり、前記第２の無線イン
ターフェースはＤＯインターフェースである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の無線インターフェースと、前記第２の無線インターフェースとを通して通信
することは、第１の周波数において、前記第１の無線インターフェースを通して通信する
ことと、第２の周波数において、前記第２の無線インターフェースを通して通信すること
とを含む、請求項１記載の方法。
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【請求項５】
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの受信電力、
前記第１の無線インターフェースの性能測定、前記第１の無線インターフェースの周波数
に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメータを決定することを含む、請求項１記載の
方法。
【請求項６】
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの受信電力と
、前記第２の無線インターフェースの受信電力とに基づいて、電力アンバランスを決定す
ることを含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースのパケットエ
ラーレートを決定することを含む、請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの第１の周波
数と、前記第２の無線インターフェースの第２の周波数との間の周波数における、ＲＦ干
渉者の存在または不在を決定することを含む、請求項５記載の方法。
【請求項９】
　前記無線インターフェースを切断することは、狭帯域モードに切り替えることを含む、
請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　無線インターフェースを切断するデバイスにおいて、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
るように構成されているトランシーバと、
　動作パラメータと、前記第２の無線インターフェースのアイドル状態に少なくとも部分
的に基づいて、前記第２の無線インターフェースを切断するように構成されているプロセ
ッサとを具備し、
　前記動作パラメータは、前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に
基づいているデバイス。
【請求項１１】
　前記トランシーバは、前記第１の無線インターフェースを通して通信するように構成さ
れている第１のトランシーバと、前記第２の無線インターフェースを通して通信するよう
に構成されている第２のトランシーバとを備える、請求項１０記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記第１の無線インターフェースは音声トラフィックをサポートし、前記第２の無線イ
ンターフェースはデータトラフィックをサポートする、請求項１０記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第１の無線インターフェースは１ｘインターフェースであり、前記第２の無線イン
ターフェースはＤＯインターフェースである、請求項１０記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記トランシーバは、第１の周波数において、前記第１の無線インターフェースを通し
て通信し、第２の周波数において、前記第２の無線インターフェースを通して通信するよ
うに構成されている、請求項１０記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの受信電力、前記第１の無線イン
ターフェースの性能測定、前記第１の無線インターフェースの周波数に少なくとも部分的
に基づいて、動作パラメータを決定するように構成されている、請求項１０記載のデバイ
ス。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの受信電力と、前記第２の無線イ
ンターフェースの受信電力とに基づいた、電力アンバランスに基づいて、前記動作パラメ
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ータを決定するように構成されている、請求項１５記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースのパケットエラーレートに基づい
て、前記動作パラメータを決定するように構成されている、請求項１５記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの第１の周波数と、前記第２の無
線インターフェースの第２の周波数との間の周波数における、ＲＦ干渉者の存在または不
在に基づいて、前記動作パラメータを決定するように構成されている、請求項１５記載の
デバイス。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、狭帯域モードに切り替えるようにさらに構成されている、請求項１
０記載のデバイス。
【請求項２０】
　無線インターフェースを切断するデバイスにおいて、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
る手段と、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定する手段と、
　前記動作パラメータと、前記第２の無線インターフェースのアイドル状態に少なくとも
部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェースを切断する手段とを具備するデバイ
ス。
【請求項２１】
　無線インターフェースを切断する方法を実行するための命令とともにエンコードされて
いるコンピュータチップにおいて、
　前記方法は、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
ることと、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定することと、
　前記動作パラメータと、前記第２の無線インターフェースのアイドル状態に少なくとも
部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェースを切断することとを含む、コンピュ
ータチップ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本出願は、以下の米国仮出願、すなわち、（１）２００９年５月１４日に出願され、“
ワイヤレス通信システムにおける無線インターフェースの間のコンフリクトを解決するた
めのシステムと方法”と題され、代理人整理番号第０９２１４６Ｐ１を有する米国仮出願
第６１／１７８，３３２号；（２）２００９年５月１４日に出願され、“複数の無線イン
ターフェースの間での送信電力の割振”と題され、代理人整理番号第０９２１１９Ｐ１を
有する米国仮出願第６１／１７８，４５２号；および、（３）２００９年５月１４日に出
願され、“ワイヤレス通信システムにおいて無線インターフェースを切断および追加する
ためのシステムと方法”と題され、代理人整理番号第０９２１３２Ｐ１を有する米国仮出
願第６１／１７８，３３８号に対して、第１１９条（ｅ）の下での優先権を主張している
。上記に参照した出願は、ここで参照によりその全体を組み込まれている。
【分野】
【０００２】
　本開示は、ワイヤレス通信に関連する。
【関連技術の説明】
【０００３】
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　複数の無線インターフェースを通して通信することができるが、複数の無線インターフ
ェースを通して同時に通信することができない、ワイヤレス通信システムが存在する。し
たがって、複数の無線インターフェースを通して同時に通信することができるワイヤレス
通信システムに対する需要が存在する。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明のシステム、方法、および、デバイスは、それぞれ、いくつかの観点を持ってお
り、これらのうちの単一のものだけが、所望の属性を担うわけではない。以下に続く、特
許請求の範囲によって明示される本発明の範囲を制限することなく、そのより顕著な特徴
をここで簡単に説明することにする。この説明を考慮した後で、特に、“詳細な説明”と
題したセクションを読んだ後で、本発明の特徴が、複数の無線インターフェースを通して
の同時通信を含む利点をどのように提供するかが理解されることになるだろう。
【０００５】
　本開示の１つの観点は、無線インターフェースを切断する方法であり、方法は、第１の
無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信することと
、第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメータを
決定することと、動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、第２の無線インターフ
ェースを切断することとを含む。
【０００６】
　本開示の別の観点は、無線インターフェースを切断するデバイスであり、デバイスは、
第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信する
ように構成されているトランシーバと、動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、
第２の無線インターフェースを切断するように構成されているプロセッサとを具備し、動
作パラメータは、第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいている
。
【０００７】
　本開示の別の観点は、無線インターフェースを切断するデバイスであり、デバイスは、
第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信する
手段と、第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメ
ータを決定する手段と、動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、第２の無線イン
ターフェースを切断する手段とを具備する。
【０００８】
　本開示のさらに別の観点は、無線インターフェースを切断する方法を実行するための命
令とともにエンコードされているコンピュータチップであり、方法は、第１の無線インタ
ーフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信することと、第１の無
線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメータを決定するこ
とと、動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、第２の無線インターフェースを切
断することとを含む。
【０００９】
　本開示の１つの観点は、無線インターフェースを追加する方法であり、方法は、複数の
同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断することと、無線インターフ
ェースを切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを決定す
ることと、決定の後に、無線インターフェースを追加することとを含む。
【００１０】
　本開示の別の観点は、無線インターフェースを追加するデバイスであり、デバイスは、
複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断し、引き続いて、無線
インターフェースを追加しようと試みる前に、少なくとも１つの予め定められた基準が満
たされることを決定するように構成されているプロセッサを具備する。
【００１１】
　本開示の別の観点は、無線インターフェースを追加するデバイスであり、デバイスは、
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複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断する手段と、無線イン
ターフェースを切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを
決定する手段と、決定の後に、無線インターフェースを追加する手段とを具備する。
【００１２】
　本開示の依然として別の観点は、無線インターフェースを追加する方法を実行するため
の命令とともにエンコードされているコンピュータチップであり、方法は、複数の同時に
確立された無線インターフェースのうちの１つを切断することと、無線インターフェース
を切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを決定すること
と、決定の後に、無線インターフェースを追加することとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、２つの無線インターフェースを通しての同時通信に従事しているワイヤ
レス通信デバイスを図示する図である。
【図２Ａ】図２Ａは、ワイヤレス通信デバイスの機能的ブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、無線インターフェース特性の代表的なブロック図である。
【図３】図３は、ワイヤレス通信デバイスの受信機の機能的ブロック図である。
【図４】図４は、ワイヤレス通信デバイスの送信機の機能的ブロック図である。
【図５】図５は、無線インターフェースを切断する方法を図示するフローチャートである
。
【図６】図６は、無線インターフェースを切断する別の方法を図示するフローチャートで
ある。
【図７】図７は、無線インターフェースを切断するモジュールの機能的ブロック図である
。
【図８】図８は、無線インターフェースを追加する方法を図示するフローチャートである
。
【図９】図９は、時間に基づいて、無線インターフェースを追加する方法を図示するフロ
ーチャートである。
【図１０】図１０は、チャネル測定に基づいて、無線インターフェースを追加する方法を
図示するフローチャートである。
【図１１】図１１は、無線インターフェースを追加するモジュールの機能的ブロック図で
ある。
【発明の詳細な説明】
【００１４】
　ここで説明する技術は、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤ
ＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク
、等のようなさまざまな通信ネットワークに対して使用されてもよい。用語“ネットワー
ク”および“システム”は、しばしば相互交換可能に使用される。ＣＤＭＡネットワーク
は、ユニバーサル地上無線接続（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００、等のような無線技術を
実現してもよい。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）と、低チップレート（ＬＣ
Ｒ）とを含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、および、ＩＳ－８５
６標準規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、移動体通信のためのグローバルシス
テム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実現してもよい。ＯＦＤＭＡネットワー
クは、進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、
ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ（登録商標）等のような無線技術を実現して
もよい。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、および、ＧＳＭは、ユニバーサル移動体電気通信シス
テム（ＵＭＴＳ）の一部である。長期間進化（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭ
ＴＳの次に来るリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、および、
ＬＴＥは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と称される組織から
の文書に説明されている。ｃｄｍａ２０００は、“第３世代パートナーシッププロジェク



(6) JP 5684240 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

ト２”（３ＧＰＰ２）と称される組織からの文書に説明されている。これらのさまざまな
無線技術および標準規格は、技術的に知られている。
【００１５】
　ある技術は、単一搬送波変調および周波数領域等化を利用する、単一搬送波周波数分割
多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムの性能と同
様の性能を有しており、ＯＦＤＭＡシステムの全体的な複雑さと本質的に同一の全体的な
複雑さを有している。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その本質的な単一搬送波構造のために、よ
り低いピーク平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、送信電力効率に関し
て、より低いＰＡＰＲが移動体端末を大いに利する、アップリンク通信において、特に、
大いに注目を集めてきた。これは、現在、３ＧＰＰ長期進化（ＬＴＥ）、または、進化Ｕ
ＴＲＡにおける、アップリンク多元接続スキームに対する運用前提となっている。
【００１６】
　図１は、２つの無線インターフェースを通しての同時通信に従事するワイヤレス通信デ
バイスを図示する図である。それぞれのワイヤレス通信デバイス１０は、それ自身と、１
つ以上のアクセスポイント１３０との間で、第１の無線インターフェース１１０と、第２
の無線インターフェース１２０とを同時に確立できる。１つの実施形態では、第１の無線
インターフェース１１０は、第１の周波数または周波数帯域によって規定される第１のチ
ャネルにおいて確立され、一方、第２の無線インターフェース１２０は、第１の周波数ま
たは周波数帯域とは異なる第２の周波数または周波数帯域によって規定される第２のチャ
ネルにおいて確立される。
【００１７】
　１つの実施形態では、第１の無線インターフェース１１０は、１ｘＲＴＴトラフィック
をサポートし、第２の無線インターフェース１２０は、ＥＶＤＯトラフィックをサポート
する。１ｘＲＴＴは、１ｘ、１ｘＲＴＴ、および、ＩＳ－２０００としても知られており
、１タイム無線送信技術（Radio Transmission Technology）の省略形である。ＥＶまた
はＤＯとして省略されるＥＶＤＯは、進化データ専用（Evolution-Data Only）の省略形
である。１ｘＲＴＴとＥＶＤＯの両方は、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェ
クト）によって維持される、無線信号を通してのデータのワイヤレス送信のための電気通
信標準規格であり、これらは、ＣＤＭＡ２０００（コード分割多元接続２０００）の熟孝
されたタイプである。
【００１８】
　他の実施形態では、第１の無線インターフェース１１０または第２の無線インターフェ
ース１２０は、１ｘ進化、ＤＯ（リリース０、改訂ＡまたはＢ）、ＵＭＴＳ（ＨＳＰＡ＋
）、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、および、ＥＤＧＥ技術をサポートできる。
【００１９】
　図２は、ワイヤレス通信デバイスの機能的ブロック図である。ワイヤレス通信デバイス
１０は、メモリ２２０、入力デバイス２３０、および、出力デバイス２４０とデータ通信
しているプロセッサ２１０を含む。プロセッサは、モデム２５０と、トランシーバ２６０
と、さらにデータ通信している。トランシーバ２６０はまた、モデム２５０とアンテナ２
７０とデータ通信している。別々に記述したが、ワイヤレス通信デバイス１０に関して記
述した機能的ブロックは、別の構造的エレメントである必要はないことを理解すべきであ
る。例えば、プロセッサ２１０とメモリ２２０は、単一のチップ中で実現されてもよい。
同様に、２つ以上のプロセッサ２１０、モデム２５０、および、トランシーバ２６０が単
一チップ上に実現されてもよい。
【００２０】
　プロセッサ２１０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、専用集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または、他の
プログラム可能ロジックデバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック
、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または、ここで記述した機能を実行する
ように設計されているこれらの何らかの適切な組み合わせとして実現されてもよい。プロ
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セッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプ
ロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ通信に関連している１つ以上のマイクロプ
ロセッサ、または、他の何らかのこのような構成として実現されてもよい。
【００２１】
　プロセッサ２１０は、１つ以上のバス２１５を介して、メモリ２２０から情報を読み出
すように、または、メモリ２２０に対して情報を書き込むように結合されていてもよい。
プロセッサは、さらに、または、代わりに、プロセッサレジスタのようなメモリを含んで
いてもよい。メモリ２２０は、異なるレベルが、異なる容量およびアクセス速度を有する
マルチレベル階層的キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えていてもよい。メモ
リ２２０はまた、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性ストレージデバイス、
または、不揮発性ストレージデバイスも備えてもよい。ストレージは、ハードドライブ、
コンパクトディスク（ＣＤ）またはデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）のような光学ディ
スク、フラッシュメモリ、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テープ、および、Ｚｉ
ｐドライブを含んでもよい。
【００２２】
　プロセッサ２１０はまた、ワイヤレス通信デバイス１０のユーザからの入力を受け取る
ための、および、ワイヤレス通信デバイス１０のユーザに対する出力を提供するための、
入力デバイス２３０と出力デバイス２４０とにそれぞれ、結合されていてもよい。適切な
入力デバイスは、これらに制限されないが、キーボード、ボタン、キー、スイッチ、ポイ
ンティングデバイス、マウス、ジョイスティック、リモート制御、赤外線検出器、（例え
ば、手振りまたは、顔の所作を検出するためのビデオ処理ソフトウェアに潜在的に結合さ
れている）ビデオカメラ、モーション検出器、または、（例えば、音声コマンドを検出す
るためのオーディオ処理ソフトウェアに潜在的に結合されている）マイクロフォンを含む
。適切な出力デバイスは、これらに制限されないが、ディスプレイとプリンタを含むビジ
ュアル出力デバイス、スピーカーと、ヘッドフォンと、イヤフォンと、アラームとを含む
オーディオ出力デバイス、および、フォースフィードバックゲームコントローラとバイブ
レーティングデバイスを含む触覚型出力デバイスを含む。
【００２３】
　プロセッサ２１０は、モデム２５０とトランシーバ２６０にさらに結合されている。モ
デム２５０とトランシーバ２６０は、１つ以上の無線インターフェース標準規格にしたが
って、アンテナ２７０を介して、ワイヤレス送信のためにプロセッサ２１０によって発生
されるデータを準備する。例えば、アンテナ２７０は、第１の無線インターフェース１１
０と第２の無線インターフェース１２０を通しての送信を容易にしてもよい。モデム２５
０とトランシーバ２６０はまた、１つ以上の無線インターフェース標準規格にしたがって
、アンテナ２７０を介して受信されたデータを復調してもよい。トランシーバは、送信機
、受信機、または、両方を含んでもよい。他の実施形態では、送信機と受信機は、２つの
別のコンポーネントである。トランシーバ２６０は、第１のトランシーバ２６１ａと、第
２のトランシーバ２６１ｂとを含んでもよい。モデム２５０とトランシーバ２６０は、汎
用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、専用集積回路（ＡＳＩＣ）、フィー
ルドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または、他のプログラム可能ロジックデ
バイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウ
ェアコンポーネント、または、ここで記述した機能を実行するように設計されているこれ
らの何らかの適切な組み合わせとして実現されてもよい。
【００２４】
　図２Ｂは、その上での動作パラメータが以下に記述するようなものに基づいていてもよ
い、無線インターフェース特性の代表的なブロック図である。無線インターフェース１１
０は、受信電力２９１、ビットエラーレート２９２、パケットエラーレート２９３、フレ
ームエラーレート２９４、信号対雑音比２９５、信号対干渉比２９６、および、信号対干
渉プラス雑音比２９７を含むいくつかの特性を有する。動作パラメータはまた、無線イン
ターフェース１１０を通しての通信が発生する周波数近くの周波数における干渉電力２９
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８に基づいていてもよい。
【００２５】
　図３は、ワイヤレス通信デバイスの受信機の機能的ブロック図である。図３は、図２の
トランシーバ２６０中で実現されてもよい例示的なコンポーネントを図示する。アンテナ
２７０上で受信された信号は、低雑音増幅器３１０によって増幅される。特定の実施形態
に依拠して、増幅された信号は、次に、ＳＡＷ（表面弾性波）フィルタ３２０を通過する
。ＳＡＷフィルタは、圧電結晶またはセラミックからなるデバイス中で、電気的信号が、
機械的波動へと変換される電気機械式のデバイスである。機械的波動は、電極によって、
電気的信号へと変換し戻される前に、デバイス全体にわたって伝搬されるので遅延する。
遅延された出力は、有限インパルス応答フィルタの直接アナログ実現を生み出すために、
再結合される。次に、信号は、乗算器３３０において、中央周波数によって乗算される。
ベースバンド化信号は、次に、アナログローパスフィルタ３４０を通過し、アナログデジ
タルコンバータ３５０においてデジタル信号に変換され、デジタルローパスフィルタ３６
０で、もう一度フィルタされる。
【００２６】
　次に、信号は、複数のパスに分けられる。それぞれのパスは、乗算器３７０において異
なる周波数によって乗算され、サンプラ３９０でサンプルされる前に、適切なフィルタを
通過する。復調、等化、デインターリーブ、および、エラー訂正コーディングを含む、さ
らなる処理が、図２の処理モジュール３９５、モデム２５０、または、プロセッサ２１０
中で実行されてもよい。
【００２７】
　図４は、ワイヤレス通信デバイスの送信機の機能的ブロック図である。図４は、図２の
トランシーバ２６０中で実現されてもよい追加的な例示的コンポーネントを図示する。送
信機の機能は、受信機のそれに類似していてもよいが、反転されている。特に、図２のプ
ロセッサ２１０によって発生されたデータは、処理モジュール４９５、モデム２５０、ま
たは、プロセッサ２１０自体において、前処理を課されてもよい。それぞれのチャネルに
対するデータは、乗算器４７０において変調される前に、適切なフィルタ４８０を通過す
る。変調された搬送波は、デジタルアナログコンバータ４５０においてアナログ信号へと
変換される前に、加算器４５５において、一緒に加算される。アナログ信号は、乗算器４
３０において中央周波数に対して変調される前に、アナログローパスフィルタ４４０を通
過する。変調された信号は、アンテナ２７０を介して送信される前に、オプション的に、
ＳＡＷフィルタ４２０と、電力増幅器４１０を通過する。
【００２８】
　図１に関して上に記述したように、ワイヤレスデバイス１０は、第１の無線インターフ
ェース１１０と、第２の無線インターフェース１２０とを確立することができる。このよ
うなワイヤレスデバイスは、同一のワイヤレスデバイスにおいて、同時に、（１ｘとＤＯ
のような）２つの異なる技術を使用される、同時音声およびデータサービスをサポートで
きる。あるシナリオの下では、２つの無線インターフェースをサポートするために共有リ
ソースを使用することは、１つ以上のインターフェースの性能の劣化をもたらす。
【００２９】
　性能の劣化をもたらすかもしれない１つのシナリオは、２つの技術の間の大きな電力の
アンバランスである。数多くの要因（ローディング、フェージング、シャドウイング、遠
／近問題、等）のせいで、２つのサポートされるインターフェースに対して、送信電力お
よび／または受信電力が非常に異なっているかもしれない。このアンバランスは、ミキサ
ー画像雑音、量子化雑音、ＲＰＣ解像度、放出等によって、１つ以上の無線インターフェ
ースを劣化させるかもしれない。このことは、フォワードリンクとリバースリンクの両方
に影響を及ぼすかもしれない。
【００３０】
　性能の劣化をもたらすかもしれない別のシナリオは、システムが電力制限されていると
きである。両方の無線インターフェースは、図４中の電力増幅器４１０のような、同一の
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電力増幅器を共有でき、これは、有限量の送信電力だけを必ず提供する。境界のカバレッ
ジ領域において、この電力は、両方のインターフェースに対して、妥当な性能で２つのイ
ンターフェースをサポートするのに十分ではないかもしれない。ワイヤレスデバイスが、
両方のインターフェースをサポートしようと試みる場合、性能は劣化するだろう。
【００３１】
　性能の劣化をもたらすかもしれない、さらに別のシナリオは、帯域内ＲＦ干渉者が存在
するときである。図２のワイヤレスデバイス１０のような、ワイヤレスデバイスが、２つ
のインターフェースを通して通信している場合、それは、広帯域モードで構成されている
かもしれない。例えば、第１の無線インターフェースを通しての通信が、第１の周波数で
発生し、第２の無線インターフェースを通しての通信が、第２の周波数で発生する場合、
トランシーバは、これらの周波数とその間の周波数を受信し、処理するかもしれない。こ
の範囲内に収まるＲＦ干渉者がある場合、これは、図３のアナログデジタルコンバータ３
５０のような、アナログデジタルコンバータを飽和させるかもしれず、このことは性能劣
化をもたらす。
【００３２】
　このような性能劣化を避けるために、もう１つの無線インターフェース上でよりよい性
能が実現されるように、無線インターフェースのうちの１つが切断される。図５は、無線
インターフェースを切断する方法を図示するフローチャートである。プロセス５００は、
ブロック５１０において、第１の無線インターフェースおよび第２の無線インターフェー
スを通しての同時通信で開始する。第１および第２の無線インターフェースは、１ｘＲＴ
Ｔインターフェース、１ｘアドバンストインターフェース、１Ｘｔｒｅｍｅインターフェ
ース、ＥＶＤＯインターフェース、ＥＶ－ＤＶインターフェース、ＣＤＭＡ２０００イン
ターフェース、ＤＯ（リリース０、改訂版ＡまたはＢ）インターフェース、ＵＭＴＳ（Ｈ
ＳＰＡ＋）インターフェース、ＧＳＭインターフェース、ＧＰＲＳインターフェース、Ｅ
ＤＧＥインターフェース、または、当業者に知られている、他の何らかのインターフェー
スであってもよい。第１および第２の無線インターフェースを通しての通信は、図１のワ
イヤレスデバイス１０によって実現されてもよい。代わりに、通信は、図２のプロセッサ
２１０、モデム２５０、トランシーバ２６０、または、アンテナ２７０によって実現され
てもよい。
【００３３】
　次に、ブロック５２０において、第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分
的に基づいて、動作パラメータが決定される。動作パラメータは、アンテナ２７０または
入力デバイス２３０を含む、他のコンポーネントからの入力とともに、プロセッサ２１０
によって決定できる。動作パラメータは、第１の無線インターフェースの受信電力と、第
２の無線インターフェースの受信電力とに基づいた電力アンバランスを含んでいるかもし
れない。動作パラメータは、第１の無線インターフェースの受信電力、および／または、
第２の無線インターフェースの受信電力に基づいた他のメトリクスを含んでいてもよい。
動作パラメータは、第１の無線インターフェースを通しての通信のフレームエラーレート
を含んでいてもよい。動作パラメータは、第１の無線インターフェースのビットエラーレ
ート、パケットエラーレート、信号対雑音比、信号対干渉比、または、信号対干渉プラス
雑音比を含んでもよい。動作パラメータは、第１のインターフェースを通しての通信が発
生する第１の周波数に近い周波数における干渉電力を含んでもよい。動作パラメータは、
第１の無線インターフェースを通しての通信が発生する第１の周波数と、第２の無線イン
ターフェースを通しての通信が発生する第２の周波数との間のＲＦ干渉者の存在（または
、不在）を含んでもよい。動作パラメータは、上記の特性または他の基準の何らかの組み
合わせ、あるいは、上記の特性または他の基準に基づいた計算を含んでもよい。
【００３４】
　ブロック５３０において、動作パラメータに基づいて、第２の無線インターフェースを
切断するか否かが決定される。第２の無線インターフェースを切断することの決定は、図
２のプロセッサ２１０によって実行されてもよい。この決定は、動作パラメータをしきい
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値に比較することを含んでいてもよい。この決定は、１つより多いパラメータを使用して
、第２の無線インターフェースを切断すべきか（真（ＴＲＵＥ））、または、切断すべき
でないか（偽（ＦＡＬＳＥ））についての決定をもたらす論理関数を規定することを含ん
でもよい。
【００３５】
　ブロック５３０において、第２の無線インターフェースを切断すべきでないとして決定
された場合、プロセス５００は、ブロック５１０に戻る。代替的に、プロセス５００はブ
ロック５２０に戻る。ブロック５３０において、第２の無線インターフェースは切断すべ
きであるとして決定される場合、プロセス５００は５４０に続き、ここで、第２の無線イ
ンターフェースが切断される。
【００３６】
　図５のプロセス５００の特定の実現を、図６のフローチャートによって図示する。特に
、図６は、無線インターフェースを切断する別の方法を図示するフローチャートである。
プロセス６００の１つの実現では、第２の無線インターフェースがアイドル状態であり、
電力アンバランスであるか、ＲＦ干渉者が存在するか、両方かのいずれかである場合、第
２の無線インターフェースは切断されるだろう。この実現において、第２の無線インター
フェースがトラフィック状態にあり、エラーレートがあまりに高く、電力アンバランスで
あるか、ＲＦ干渉者が存在するか、両方かのいずれかである場合にまた、第２の無線イン
ターフェースは切断されるだろう。プロセス６００は、最小数の冗長決定で、これらの結
果に到達する。
【００３７】
　プロセス６００は、ブロック６１０において、第１および第２の無線インターフェース
を通しての同時通信で開始する。プロセスはブロック６２０に続き、ここで、電力制約の
違反があるか否かが決定される。１つの実施形態では、電力制約の違反は、電力アンバラ
ンスを示している。１つの実施形態は、電力アンバランスがあるか否かを決定することは
、いくつかのサブステップを含む。１つの実施形態では、第１の無線インターフェースの
受信電力が測定され、次に、第１の時間定数とともに、１－タップＩＩＲフィルタへと供
給され、ここで、第１の時間定数は、第１の無線インターフェースが捕捉モードまたは追
跡モードであるか否かに基づいている。第２の無線インターフェースの受信電力もまた測
定され、次に、第２の時間定数とともに、１－タップＩＩＲフィルタへと供給され、ここ
で、第２の時間定数は、第２の無線インターフェースが捕捉モードまたは追跡モードであ
るか否かに基づいている。これらのフィルタ出力の両方が、デシベル（または、別の対数
測定値）へと変換され、これらの２つの間の差が決定される。この差の絶対値が、予め規
定されたしきい値より大きく、無線インターフェースの両方より少ないものが捕捉モード
であり（第１の無線インターフェース、または、第２の無線インターフェースが捕捉モー
ドであるか、または、いずれの無線インターフェースも捕捉モードでなく）、無線インタ
ーフェースの両方より少ないものがオフ周波数探索（ＯＦＳ）またはハードハンドオフを
実行している場合、電力アンバランスが存在するとして決定される。そうでなければ、電
力アンバランスが存在しないとして決定される。
【００３８】
　プロセスは、判定ブロック６３０に続き、これは、電力制約が違反されている場合、ブ
ロック６４０に出力され、電力制約が違反されていない場合、ブロック６５０に出力され
る。ブロック６４０において、第２の無線インターフェースがアイドル状態またはトラフ
ィック状態であるかがさらに決定される。第２の無線インターフェースがアイドル状態で
ある場合、プロセスは、（このような決定は最終結果に影響しないだろうから）さらなる
決定をバイパスして、ブロック６９５において、第２の無線インターフェースが切断され
る。第２の無線インターフェースがトラフィック状態にある場合、プロセスは、（このこ
とは最終結果に影響しないだろうから）ＲＦ制約の決定をバイパスして、ブロック６８０
に進む。
【００３９】
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　上に述べたように、電力制約が違反されない場合、プロセスは、ブロック６５０に続く
。ブロック６５０において、ＲＦ制約が違反されるか否かが決定される。この決定は、Ｒ
Ｆチップによって実行されてもよく、第２の無線インターフェースを切断するための何ら
かの理由を示してもよい。１つの実施形態では、ＲＦ制約の違反は、第１の無線インター
フェースと第２の無線インターフェースの中央周波数の間の任意の周波数において検出さ
れてもよいＲＦ干渉者の存在を示す。
【００４０】
　プロセスは、ブロック６５０から判定ブロック６６０に続き、判定ブロック６６０は、
ＲＦ干渉者が存在する場合、ブロック６７０に出力し、そうでない場合、ブロック６１０
に戻る。電力制約またはＲＦ制約のいずれかに、何の違反も無いことが決定されるとき、
プロセスはブロック６１０に戻る。さらなる決定は最終結果に影響しないだろうから、ス
キップされる。ブロック６７０において、システムは、第２の無線インターフェースがア
イドル状態またはトラフィック状態であるかを決定する。第２の無線インターフェースが
アイドル状態である場合、プロセスは、（このような決定は最終結果に影響しないだろう
から）さらなる決定をバイパスして、ブロック６９５において、第２の無線インターフェ
ースが切断される。第２の無線インターフェースがトラフィック状態にある場合、プロセ
スはブロック６８０に続く。
【００４１】
　電力制約またはＲＦ制約のいずれかの違反があることと、第２の無線インターフェース
がアイドル状態でないこととが決定される場合に到達される、ブロック６８０において、
第１の無線インターフェースの性能制約が決定される。１つの実施形態では、エラーレー
トが高すぎる場合、性能制約が違反される。エラーレートは、例えば、フレームエラーレ
ート、パケットエラーレート、ビットエラーレート、フレーム切断レート等であってもよ
い。フレームエラーレートは、フレームが巡回冗長検査（ＣＲＣ）を通過したか否かをチ
ェックすることによって決定されてもよい。フレームエラーレートはまた、フィルタされ
てもよい。エラーレート時間制約を有する１－タップＩＩＲフィルタを使用してもよい。
【００４２】
　プロセス６００は、ブロック６９０に続き、ブロック６９０において、性能制約が違反
されているか否かが決定される。性能制約が違反されているとして決定された場合、プロ
セス６００は、ブロック６９５に続き、ブロック６９５において、第２の無線インターフ
ェースが切断される。そうでない場合、プロセス６００はブロック６１０に戻る。
【００４３】
　ブロック６９５において、接続失敗（ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＦａｉｌｕｒｅ）記録を、
接続失敗理由（ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＦａｉｌｕｒｅＲｅａｓｏｎ）＝‘０×１’（チュ
ーンアウェイによる接続失敗）とともに記憶させることによって、および／または、第１
の無線インターフェースを通してのみ、通信する狭帯域モードにスイッチすることによっ
て、第２の無線インターフェースが切断されてもよい。
【００４４】
　図７は、無線インターフェースを切断するためのモジュールの機能的ブロック図である
。このようなモジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、または、こ
れらの何らかの組み合わせにおいて実現されてもよい。モジュールは、図５および６に関
して、それぞれ上述したプロセス５００、６００のうちの少なくとも１つを実行するよう
に構成されていてもよい。モジュール７００は、入力として少なくとも１つの動作パラメ
ータを受信し、また、しきい値もしくは時間定数のような１つ以上のパラメータも受信し
てもよい。図示したモジュール７００は、第１の無線インターフェースの受信電力と、第
２の無線インターフェースの受信電力と、（エラーレートのような）第１の無線インター
フェースの性能の測定と、（ＲＦ干渉者の存在を示してもよい）ＲＦチップからの終了要
求とを受信する。
【００４５】
　図６に関して上述したように、図示したモジュール７００はまた、電力アンバランスし
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きい値もまた受信する。モジュール７００からの出力は、第２の無線インターフェースを
切断すべきか否かに関する判定である。この判定は、第２の無線インターフェースを切断
するための命令を含んでもよい。この判定はまた、第２の無線インターフェースを切断す
べきでないという情報を含んでもよく、または、第２の無線インターフェースを切断すべ
きでないケースには、単に何も出力しなくてもよい。
【００４６】
　第２の無線インターフェースが切断された後で、ワイヤレスデバイスはすぐに、第２の
無線インターフェースを再開始（または、追加）しようと試みてもよい。条件が変更され
る前に、再開始（または、追加）が成功した場合、このことは、第２の無線インターフェ
ースがもう一度切断されることをもたらすだろう。このプロセスは、第２の無線インター
フェースが、繰り返し切断され、追加されることをもたらすことになり、性能の劣化につ
ながるだろう。したがって、無線インターフェースが切断されたとき、特定の基準が満た
されるまで、その無線インターフェースが追加されることが起こらないようにされる。
【００４７】
　図８は、無線インターフェースを追加する方法を図示するフローチャートである。プロ
セス８００は、ブロック８１０において、第２の無線インターフェースを切断することに
よって開始する。この切断は、第１の無線インターフェースの特性に基づいた動作パラメ
ータに、少なくとも部分的に基づいていてもよい。このような結果は、例えば、図５のブ
ロック５４０や、または、図６のブロック６９５において発生してもよい。プロセス８０
０は、判定ブロック８２０に続き、ここで、第１の無線インターフェースがトラフィック
状態にある限り、プロセス８００は留まる。チャネルを通してトラフィックが通信されて
いる場合、第１の無線インターフェースはトラフィック状態にあってもよい。チャネルを
通してトラフィックが通信されていることが予測される場合にもまた、第１の無線インタ
ーフェースはトラフィック状態にあってもよい。例えば、チャネルはトラフィックに対し
て予約されてもよく、不連続的なトラフィックが送信されてもよい。第１の無線インター
フェースがもはやトラフィック状態に無いことの決定は、予め定められた時間の間、トラ
フィックが検出されないことに基づいていてもよい。いったん、第１の無線インターフェ
ースがもはやトラフィック状態でなくなると、プロセス８００は、ブロック８３０に続き
、ここで、第２の無線インターフェースの確立が開始される。
【００４８】
　図９は、タイマーに基づいて、無線インターフェースを追加するための方法を図示する
フローチャートである。プロセス９００は、ブロック９１０において、第２の無線インタ
ーフェースを切断することによって開始する。この切断は、第１の無線インターフェース
の特性に基づいた動作パラメータに、少なくとも部分的に基づいていてもよい。プロセス
９００は、ブロック９２０に続き、ここで、タイマーがゼロにセットされ、開始される。
【００４９】
　次に、判定ブロック９３０において、第１の無線インターフェースがトラフィック状態
にあるか否かが決定される。チャネルを通してトラフィックが通信されている場合、第１
の無線インターフェースはトラフィック状態にあってもよい。チャネルを通してトラフィ
ックが通信されていることが予測される場合にもまた、第１の無線インターフェースはト
ラフィック状態にあってもよい。例えば、チャネルはトラフィックに対して予約されても
よく、不連続的なトラフィックが送信されてもよい。第１の無線インターフェースがもは
やトラフィック状態に無いことの決定は、予め定められた時間の間、トラフィックが検出
されないことに基づいていてもよい。第１の無線インターフェースがトラフィック状態に
無い場合、タイマーは使用されず、プロセスはブロック９５０に続き、ここで、第２の無
線インターフェースの確立が開始される。第１の無線インターフェースがトラフィック状
態にある場合、プロセスは判定ブロック９４０に続き、ここで、タイマーからの時間がし
きい値に比較される。タイマーからの時間がしきい値より大きい場合、プロセスはブロッ
ク９５０に続き、ここで、第２の無線インターフェースの確立が開始される。したがって
、以下の少なくとも１つが真である場合、切断後に、第２の無線インターフェースが追加
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できる。すなわち、（１）第１のインターフェースがトラフィック状態にないこと、また
は、（２）予め定められた時間が経過したことである。これらのいずれもが真で無い場合
、プロセスは、これらのうちの１つが真になり、第２の無線インターフェースが再び追加
できるようになるまで、判定ブロック９３０および９４０に戻る。
【００５０】
　図１０は、チャネルの測定に基づいて、無線インターフェースを追加する方法を図示す
るフローチャートである。プロセス１０００は、ブロック１０１０において、第２の無線
インターフェースを切断することによって開始する。この切断は、第１の無線インターフ
ェースに基づいた動作パラメータに、少なくとも部分的に基づいていてもよい。プロセス
１０００は、ブロック１０２０に続き、ここで、チャネルが測定される。第１の無線イン
ターフェースを通して通信するプロセス中で、または、第１の無線インターフェースまた
は第２の無線インターフェースのいずれによっても使用されていない代替リソースを使用
することによって、チャネルを測定できる。
【００５１】
　次に、判定ブロック１０３０において、第１の無線インターフェースがトラフィック状
態にあるか否かが決定される。チャネルを通してトラフィックが通信されている場合、第
１の無線インターフェースはトラフィック状態にあってもよい。チャネルを通してトラフ
ィックが通信されていることが予測される場合にもまた、第１の無線インターフェースは
トラフィック状態にあってもよい。例えば、チャネルはトラフィックに対して予約されて
もよく、不連続的なトラフィックが送信されてもよい。第１の無線インターフェースがも
はやトラフィック状態に無いことの決定は、予め定められた時間の間、トラフィックが検
出されないことに基づいていてもよい。第１の無線インターフェースがトラフィック状態
に無い場合、チャネル測定値は無効になり、プロセスはブロック１０５０に続き、ここで
、第２の無線インターフェースの確立が開始される。第１の無線インターフェースがトラ
フィック状態にある場合、プロセスは判定ブロック１０４０に続き、ここで、チャネル測
定値を使用して、チャネルが“良好”であるか否かを決定する。
【００５２】
　１つの実施形態では、信号対雑音比が予め定められたしきい値を上回る場合、チャネル
は良好である。チャネルは良好であるとして決定される場合、プロセスはブロック１０５
０に続き、ここで、第２の無線インターフェースの確立が開始される。したがって、以下
の少なくとも１つが真である場合、切断後に、第２の無線インターフェースが追加できる
。すなわち、（１）第１のインターフェースがトラフィック状態にないこと、または、（
２）チャネル測定値が第２の無線インターフェースを確立できることを示していることで
ある。これらのいずれもが真で無い場合、プロセスは、これらのうちの１つが真になり、
第２の無線インターフェースが再び追加できるようになるまで、判定ブロック１０３０お
よび１０４０に戻る。
【００５３】
　図８、９、および、１０に関して、３つの基準を上で説明したが、他の基準を使用して
、切断された無線インターフェースを追加すべきか否かを決定してもよい。例えば、適切
な電力の欠如のせいで、第２の無線インターフェースが切断された場合、第１の無線イン
ターフェースの送信電力の降下が、第２の無線インターフェースが追加できることを示し
てもよい。
【００５４】
　図１１は、無線インターフェースを追加するためのモジュールの機能ブロック図である
。このようなモジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、または、こ
れらの何らかの組み合わせにおいて実現されてもよい。モジュールは、図８、９、および
、１０に関して、それぞれ上述したプロセス８００、９００、１０００のうちの少なくと
も１つを実行するように構成されていてもよい。モジュール１１００は、第１の無線イン
ターフェースがトラフィックモードにあるか否かを示す第１のインターフェースステータ
ス、タイマーからの出力、および／または、チャネル測定値を受信してもよい。モジュー
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ル１１００はまた、タイミングしきい値もしくは他のしきい値もまた受信してもよい。モ
ジュール１１００からの出力は、第２の無線インターフェースが追加されるか否かに関す
る判定である。この判定は、第２の無線インターフェースを追加するための命令を含んで
もよい。この判定はまた、第２の無線インターフェースを追加すべきでないという情報を
含んでもよく、または、第２の無線インターフェースを追加すべきでないケースには、単
に何も出力しなくてもよい。
【００５５】
　明細書は、本発明の特定の例を記述するが、当業者は、新規な概念から逸脱することな
く、本発明の変形を考案できる。当業者は、さまざまな異なる技術および技法を使用して
情報および信号を表してもよいことを理解するだろう。例えば、上の説明を通して参照さ
れた、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチップは、電圧、
電流、電磁波、磁界または磁気の粒子、光学界または光の粒子、あるいはこれらの何らか
の組み合わせにより、表してもよい。
【００５６】
　ここで開示した例に関連して述べられた、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュー
ル、回路、方法、および、アルゴリズムが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェ
ア、あるいは双方の組み合わせたものとして実現されてもよいことを当業者はさらに認識
するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアの交換可能性を明確に図示するために、
さまざまな例示的な構成部品、ブロック、モジュール、回路方法、および、アルゴリズム
を、一般的にこれらの機能に関して上述した。そのような機能がハードウェアあるいはソ
フトウェアとして実現されるか否かは、特定の応用および全体的なシステムに課せられた
設計の制約に依存する。当業者は、それぞれの特定の応用に対して方法を変化させて、述
べてきた機能を実現してもよいが、そのような実現決定は、本発明の範囲からの逸脱を生
じさせるものとして解釈すべきではない。
【００５７】
　ここで記述した例に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール
、および、回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、専用集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または、他のプロ
グラム可能ロジックデバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、または、ここで記述した機能を実行するよう
に設計されているこれらの何らかの適切な組み合わせとして実現されてもよい。汎用プロ
セッサはマイクロプロセッサでもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの従
来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械であってもよい。プロセッサは
また、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロ
セッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイク
ロプロセッサ、あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実行してもよい。
【００５８】
　ここで開示した例に関連して述べた方法またはアルゴリズムは、直接、ハードウェアで
、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、あるいは、２つの組み合わせ
で具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ メモリ、フラシュメモリ、Ｒ
ＯＭ メモリ、ＥＰＲＯＭ メモリ、ＥＥＰＲＯＭ メモリ、レジスタ、ハードディスク、
リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ 、あるいは、技術的に知られている他の何らかの
形態の記憶媒体に存在していてもよい。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読
み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合されていてもよ
い。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化されてもよい。プロセッサおよび
記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在してもよい。
【００５９】
　１つ以上の例示的な実施形態において、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、または、これらの組み合わせによって実現してもよい。ソフトウェア
において実現される場合、関数を、コンピュータ読取可能媒体上の１つ以上の命令または
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コードとして記憶または送信させてもよい。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータ
記憶媒体と、ある場所から別の場所へとコンピュータプログラムの転送を容易にする任意
の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータによ
ってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体を指す。例として、これらに制限
される訳ではないが、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、および他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージま
たは磁気ストレージ装置、あるいは、所望のプログラムコードを命令またはデータ構造の
形態で搬送または記憶するのに使用されることができ、かつ、汎用または専用のコンピュ
ータによってアクセスされることができる、他の任意の媒体を含むことができる。また、
任意の接続は、コンピュータ読取可能媒体として適切に呼ばれてもよい。例えば、ソフト
ウェアがウェブサイト、サーバ、または、他のリモート源から、同軸ケーブル、ファイバ
ー光学ケーブル、燃料対、デジタル加入ライン（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線、およ
び、マイクロウェーブのようなワイヤレス技術を使用して、送信される場合、同軸ケーブ
ル、ファイバー光学ケーブル、燃料対、ＤＳＬ、または、赤外線、無線、および、マイク
ロウェーブのようなワイヤレス技術は、媒体の定義中に含められる。ディスク（ｄｉｓｋ
とｄｉｓｃ）は、ここで使用するように、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディス
ク（登録商標）、光学ディスク、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク
、ブルーレイディスクを含み、ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常は、磁気的にデー
タを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーで光学的にデータを再生する。上記のも
のの組み合わせがまた、コンピュータ読取可能媒体に含まれるべきである。
【００６０】
　開示した例のこれまでの記述は、当業者が本発明を製作または使用できるように提供し
た。これらの例に対するさまざま改良は当業者に容易に明らかとなり、ここに定義された
一般的な原理は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、他の例に適用されてもよ
い。したがって、本発明はここに示された例に限定されることを意図しているものではな
く、ここで開示されている原理および新しい特徴と一致した最も広い範囲に一致させるべ
きである。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[書類名]特許請求の範囲
［１］
　無線インターフェースを切断する方法において、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
ることと、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定することと、
　前記動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェース
を切断することと
を含む方法。
［２］
　前記第１の無線インターフェースは音声トラフィックをサポートし、前記第２の無線イ
ンターフェースはデータトラフィックをサポートする、上記［１］の方法。
［３］
　前記第１の無線インターフェースは１ｘインターフェースであり、前記第２の無線イン
ターフェースはＤＯインターフェースである、上記［１］の方法。
［４］
　前記第１の無線インターフェースと、前記第２の無線インターフェースとを通して通信
することは、第１の周波数において、前記第１の無線インターフェースを通して通信する
ことと、第２の周波数において、前記第２の無線インターフェースを通して通信すること
とを含む、上記［１］の方法。
［５］
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　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの受信電力、
前記第１の無線インターフェースの性能測定、前記第１の無線インターフェースの周波数
に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメータを決定することを含む、上記［１］の方
法。
［６］
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの受信電力と
、前記第２の無線インターフェースの受信電力とに基づいて、電力アンバランスを決定す
ることを含む、上記［５］の方法。
［７］
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースのパケットエ
ラーレートを決定することを含む、上記［５］の方法。
［８］
　前記動作パラメータを決定することは、前記第１の無線インターフェースの第１の周波
数と、前記第２の無線インターフェースの第２の周波数との間の周波数における、ＲＦ干
渉者の存在または不在を決定することを含む、上記［５］の方法。
［９］
　前記無線インターフェースを切断することは、狭帯域モードに切り替えることを含む、
上記［１］の方法。
［１０］
　無線インターフェースを切断するデバイスにおいて、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
るように構成されているトランシーバと、
　動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェースを切
断するように構成されているプロセッサと
を具備し、
　前記動作パラメータは、前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に
基づいているデバイス。
［１１］
　前記トランシーバは、前記第１の無線インターフェースを通して通信するように構成さ
れている第１のトランシーバと、前記第２の無線インターフェースを通して通信するよう
に構成されている第２のトランシーバとを備える、上記［１０］のデバイス。
［１２］
　前記第１の無線インターフェースは音声トラフィックをサポートし、前記第２の無線イ
ンターフェースはデータトラフィックをサポートする、上記［１０］のデバイス。
［１３］
　前記第１の無線インターフェースは１ｘインターフェースであり、前記第２の無線イン
ターフェースはＤＯインターフェースである、上記［１０］のデバイス。
［１４］
　前記トランシーバは、第１の周波数において、前記第１の無線インターフェースを通し
て通信し、第２の周波数において、前記第２の無線インターフェースを通して通信するよ
うに構成されている、上記［１０］のデバイス。
［１５］
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの受信電力、前記第１の無線イン
ターフェースの性能測定、前記第１の無線インターフェースの周波数に少なくとも部分的
に基づいて、動作パラメータを決定するように構成されている、上記［１０］のデバイス
。
［１６］
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの受信電力と、前記第２の無線イ
ンターフェースの受信電力とに基づいた、電力アンバランスに基づいて、前記動作パラメ
ータを決定するように構成されている、上記［１５］のデバイス。
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［１７］
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースのパケットエラーレートに基づい
て、前記動作パラメータを決定するように構成されている、上記［１５］のデバイス。
［１８］
　前記プロセッサは、前記第１の無線インターフェースの第１の周波数と、前記第２の無
線インターフェースの第２の周波数との間の周波数における、ＲＦ干渉者の存在または不
在に基づいて、前記動作パラメータを決定するように構成されている、上記［１５］のデ
バイス。
［１９］
　前記プロセッサは、狭帯域モードに切り替えるようにさらに構成されている、上記［１
０］のデバイス。
［２０］
　無線インターフェースを切断するデバイスにおいて、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
る手段と、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定する手段と、
　前記動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェース
を切断する手段と
を具備するデバイス。
［２１］
　無線インターフェースを切断する方法を実行するための命令とともにエンコードされて
いるコンピュータチップにおいて、
　前記方法は、
　第１の無線インターフェースと、第２の無線インターフェースとを通して同時に通信す
ることと、
　前記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいて、動作パラメー
タを決定することと、
　前記動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線インターフェース
を切断することと
を含む、コンピュータチップ。
［２２］
　無線インターフェースを追加する方法において、
　複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断することと、
　前記無線インターフェースを切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満
たされることを決定することと、
　前記決定の後に、前記無線インターフェースを追加することと
を含む方法。
［２３］
　前記無線インターフェースを切断することは、動作パラメータに少なくとも部分的に基
づいて、第２の無線インターフェースを切断することを含み、前記動作パラメータは、前
記第１の無線インターフェースの特性に少なくとも部分的に基づいている、上記［２２］
の方法。
［２４］
　前記少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを決定することは、別の無
線インターフェースがトラフィック状態に無いことを決定することを含む、上記［２２］
の方法。
［２５］
　前記少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを決定することは、前記無
線インターフェースの切断から、予め規定された時間が経過したことを決定することを含
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［２６］
　前記少なくとも１つの予め定められた基準が満たされることを決定することは、チャネ
ル測定値が良好なチャネルを示すことを決定することを含む、上記［２２］の方法。
［２７］
　無線インターフェースを追加するデバイスにおいて、
　複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断し、引き続いて、前
記無線インターフェースを追加しようと試みる前に、少なくとも１つの予め定められた基
準が満たされることを決定するように構成されているプロセッサを具備するデバイス。
［２８］
　前記追加された無線インターフェースを通して通信するように構成されているトランシ
ーバをさらに具備する、上記［２７］のデバイス。
［２９］
　前記プロセッサは、動作パラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記無線インター
フェースを切断するように構成されており、前記動作パラメータは、前記無線インターフ
ェースの特性に少なくとも部分的に基づいている、上記［２７］のデバイス。
［３０］
　前記プロセッサは、別の無線インターフェースがトラフィック状態に無いことを決定す
るように構成されている、上記［２７］のデバイス。
［３１］
　前記プロセッサは、前記無線インターフェースの切断から、予め規定された時間が経過
したことを決定するように構成されている、上記［２７］のデバイス。
［３２］
　前記プロセッサは、チャネル測定値が良好なチャネルを示すことを決定するように構成
されている、上記［２７］のデバイス。
［３３］
　無線インターフェースを追加するデバイスにおいて、
　複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断する手段と、
　前記無線インターフェースを切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満
たされることを決定する手段と、
　前記決定の後に、前記無線インターフェースを追加する手段と
を具備するデバイス。
［３４］
　無線インターフェースを追加する方法を実行するための命令とともにエンコードされて
いるコンピュータチップにおいて、
　前記方法は、
　複数の同時に確立された無線インターフェースのうちの１つを切断することと、
　前記無線インターフェースを切断した後に、少なくとも１つの予め定められた基準が満
たされることを決定することと、
　前記決定の後に、前記無線インターフェースを追加することと
を含むコンピュータチップ。
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              特開２００９－０６５３０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５４５２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２４４９８９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　８８／０６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　７６／０６　　　　
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